
（運用基準　様式３）

にぎわいスポーツ文化局観光振興課

１　件名 令和５年度中国における横浜観光レップ業務委託

２　委託内容

３　契約の相手方 ＡＮＡあきんど株式会社 東京支店

４　契約金額 6,999,999円 

５　契約日 令和5年5月1日

６　評価結果

評価点数 順位

454 1

７　評価基準・評価委員会開催経過等

８　問い合わせ先

　

提案者

にぎわいスポーツ文化局観光振興課　TEL：０４５－６７１－４２４８

令和5年5月1日

「令和５年度中国における横浜観光レップ業務委託」
契約結果

「令和５年度中国における横浜観光レップ業務委託」について、公募型プロポーザル方式で、受託候補者を特
定し、次のとおり契約しました。

ＡＮＡあきんど株式会社 東京支店

（１）レップオフィス機能の設置
（２）現地の情報収集及び市場分析
（３）旅行会社やメディア等向けニュースレターの作成と配信
（４）旅行会社やメディアへのセールス
（５）現地商談会等への出展
（６）戦略的・効果的なプロモーション（招へい・SNSを活用した情報発信）
（７）報告書の作成

  ○評価基準
　　 別紙参照
　○委員会開催日時及び開催場所
　　 令和５年３月30日（木）13時30分～14時30分
　 　横浜市庁舎12階共用会議室N－11
　○特定した事業者に対するコメント
・ニュースレターの発信内容の工夫が見られる。
・旅行会社やメディアへのセールス件数が多く具体性もある。
・商談会の出展についてはＪＮＴＯ商談会がない中での工夫が見られるが、提案内容は横浜の特性にそぐわな
い部分があると思うので、改善があると良い。
・戦略的・効果的なプロモーションの提案については、テーマ募集は良いと思う。また、航空会社との連携プロ
モーションは良い。



１　評価方法

 （２）評価の考え方は、別紙「評価の視点」のとおりとする。
　　　 なお、提案書に評価項目に該当する記載がない場合は１点とする。

 （３）項目ごとの評価で過半数の「１」があった場合は、受託候補者としての特定は行わないものとする。

　　　（「ワーク・ライフ・バランス、障害者雇用及び健康経営に関する取組」項目は除く。）

２　評価項目及び加算項目

配点
加重
倍率

評価点

35（小計）

(１) 類似業務の実績 過去５年間(平成30年度～令和４年度）の類似業務の実績 5 - 5

(２) 業務実施体制
・人員体制（語学力、人数）や活動範囲
・オフィスの立地・機能など

5 ×3 15

(３) 業務実施スケジュール 実施スケジュールは妥当か。 5 ×3 15

85（小計）

(１) 業務目的の理解度
訪日観光や横浜および中国市場への理解度、知見があり、本
事業の目的や必要性を充分に理解した提案になっているか。

5 ×3 15

現地の情報収集及び市場分析手法は妥当か。
今後の横浜の誘客の方向性の示唆について、期待できるか。

5 ×2 10

ニュースレターの配信先や件数、内容が横浜の認知拡大、誘
客の向上につながるか。

5 ×2 10

旅行会社やメディアへのセールス先や件数が横浜の認知拡
大、誘客の向上につながるか。

5 ×2 10

予定する現地商談会等へ参加により横浜の認知拡大、誘客の
向上につながるか。

5 ×2 10

戦略的・効果的なプロモーションの提案は、中国からの
訪日客を横浜に戦略的・効果的に誘客し、観光消費額増
大に寄与するプロモーションとして期待できるか。

5 ×4 20

(３）報告書の構成力
・報告会の運営が妥当なものか。
・報告会で海外誘客事業にとって有益な提案が期待できる
か。

5 ×2 10

6（小計）

次世代育成支援対策推進法に定める「一般事業主行動計画」
の策定。（従業員101人未満の場合のみ加算）

1 - 1

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に定める一
般事業主行動計画の策定。（従業員101人未満の場合のみ加
算）

1 - 1

次世代育成支援対策推進法による認定の取得（くるみんマー
ク）、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基
づく認定の取得、又は、よこはまグッドバランス賞の認定の
取得。

1 - 1

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認
定の取得。

1 - 1

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率 2.3%の達成（従業員
43.5 人 以上、又は障害者を１人以上雇用している。（従業
員 43.5 人未満のみ加算））

1 - 1

健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模法人・中小規模法
人）の取得、又は、横浜健康経営認証のAAAクラス若しくは
AAクラスの認証。

1 - 1

126（合計）

 （４）応募者が１者のみの場合は、最低制限基準（評価の合計得点の６割）以上であることを条件に、委員長は出席
       した評価委員全員の合意をもって当該応募者を受託にふさわしい候補者として業者選定委員会に報告できる。

ワーク・ライフ・バランス、
障害者雇用及び健康経営に関
する取組

「令和５年度中国における横浜観光レップ業務委託」
提案書評価基準

評価項目及び着目点

加算項目

 （１）出席した評価委員（以下「評価委員」という）は、下表の評価項目についてはＡ～Ｅ（１点～５点）の５段階
　　で評価し、加算項目については１つ満たすごとに１点を加算し、評価点を与える。

(２）レップの運営手法の妥当
性

２　提案内容の妥当性・実現性等

１　業務遂行能力等



別紙

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

5 4 3 2 1

(１) 類似業務の実績
過去５年間(平成30年度～令和４年度）の類似
業務の実績

観光レップと関連のあ
る類似業務実績が５件
以上ある

観光レップと関連のあ
る類似業務実績が２件
～４件ある

観光レップと関連のあ
る類似業務実績が１件
ある

類似業務実績がある
が、観光レップとは関
連が薄いものに限る

類似業務実績が無い
5

(２) 業務実施体制
・人員体制（語学力、人数）や活動範囲
・オフィスの立地・機能など

人員体制及びオフィス
機能等がいずれも優れ
ており、万全の体制が
組まれている。

人員体制もしくはオ
フィス機能等のいずれ
かが優れており、標準
以上の体制が組まれて
いる。

人員体制及びオフィス
機能等が妥当な体制で
ある。

人員体制及びオフィス
機能等が十分とは言え
ないが、本業務の実施
はできる。

人員体制及びオフィス
機能等に不安があり、
本業務の実施が難し
い。

×3 15

(３) 業務実施スケ
ジュール

実施スケジュールは妥当か。
十分検討されており高
く評価できる

検討されており評価で
きる

検討されており妥当で
ある

スケジュールに不安が
ある

スケジュールが整って
いない又は該当する記
載がない

×3 15

(１）業務目的の理解度
訪日観光や横浜および中国市場への理解度、
知見があり、本事業の目的や必要性を充分に
理解した提案になっているか。

特に優れており、本市
及び中国市場や事業の
目的等を的確に理解し
ている。

優れており、本市及び
中国市場や事業の目的
等をほぼ理解してい
る。

標準的であり、本市及
び中国市場や事業の目
的等をある程度理解し
ている。

やや不十分であり、本
市及び中国市場や事業
の目的等の理解度に不
安な点がある。

不十分であり、本市及
び中国市場や事業の目
的等を理解していな
い。または記載がな
い。

×３ 15

現地の情報収集及び市場分析手法は妥当か。
今後の横浜の誘客の方向性の示唆について、
期待できるか。

特に優れており、横浜
の認知拡大、誘客がか
なり見込める。

優れており、横浜の認
知拡大、誘客がある程
度見込める。

標準的であり、横浜の
認知拡大、誘客の見込
みがある。

やや不十分であり、横
浜の認知拡大、誘客が
かなり見込みが低い。

不十分であり、横浜の
認知拡大、誘客上がか
なり見込みがほとんど
ない。

×2 10

ニュースレターの配信先や件数、内容が横浜
の認知拡大、誘客の向上につながるか。

特に優れており、横浜
の認知拡大、誘客がか
なり見込める。

優れており、横浜の認
知拡大、誘客がある程
度見込める。

標準的であり、横浜の
認知拡大、誘客の見込
みがある。

やや不十分であり、横
浜の認知拡大、誘客が
かなり見込みが低い。

不十分であり、横浜の
認知拡大、誘客上がか
なり見込みがほとんど
ない。

×2 10

旅行会社やメディアへのセールス先や件数が
横浜の認知拡大、誘客の向上につながるか。

特に優れており、横浜
の認知拡大、誘客がか
なり見込める。

優れており、横浜の認
知拡大、誘客がある程
度見込める。

標準的であり、横浜の
認知拡大、誘客の見込
みがある。

やや不十分であり、横
浜の認知拡大、誘客が
かなり見込みが低い。

不十分であり、横浜の
認知拡大、誘客上がか
なり見込みがほとんど
ない。

×2 10

予定する現地商談会等へ参加により横浜の認
知拡大、誘客の向上につながるか。

特に優れており、横浜
の認知拡大、誘客がか
なり見込める。

優れており、横浜の認
知拡大、誘客がある程
度見込める。

標準的であり、横浜の
認知拡大、誘客の見込
みがある。

やや不十分であり、横
浜の認知拡大、誘客が
かなり見込みが低い。

不十分であり、横浜の
認知拡大、誘客上がか
なり見込みがほとんど
ない。

×2 10

戦略的・効果的なプロモーションの提案
は、中国からの訪日客を横浜に戦略的・効
果的に誘客し、観光消費額増大に寄与する
プロモーションとして期待できるか。

特に優れており、横浜
の認知拡大、誘客がか
なり見込める。

優れており、横浜の認
知拡大、誘客がある程
度見込める。

標準的であり、横浜の
認知拡大、誘客の見込
みがある。

やや不十分であり、横
浜の認知拡大、誘客が
かなり見込みが低い。

不十分であり、横浜の
認知拡大、誘客上がか
なり見込みがほとんど
ない。

×4 20

(3）報告会の運営
・報告会の運営が妥当なものか。
・報告会で海外誘客事業にとって有益な提案
が期待できるか。

特に優れており、本市
の海外誘客事業にとっ
て有益な報告会の運営
がかなり期待できる。

優れており、本市の海
外誘客事業にとって有
益な報告会の運営が期
待できる。

必要水準を満たしてお
り、本市の海外誘客事
業にとって有益な報告
会の運営がある程度期
待できる。

やや不十分であり、本
市の海外誘客事業に
とって有益な報告会の
運営にやや不安があ
る。

不十分であり、本市の
海外誘客事業にとって
有益な報告会の運営が
期待できない。または
記載がない。

×2 10

加重倍
率

配点

- 1

- 1

- 1

- 1
- 1
- 1

合計 126

配点

評価の着目点
次の項目について１つ満たすごとに１点加算

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に定める一般事業主行動計画の策定（従業員101人未満の場合のみ加算）

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率 2.3%の達成（従業員43.5 人 以上）、又は障害者を１人以上雇用している（従業員 43.5 人未満）

「令和５年度中国における横浜観光レップ業務委託」
提案書評価基準

評価の視点

評価項目 評価の着目点
評価

加重倍
率

健康経営銘柄、健康経営優良法人（大規模法人・中小規模法人）の取得、又は、横浜健康経営認証のAAAクラス若しくはAAクラスの認証

業務遂行能
力等

青少年の雇用の促進等に関する法律に基づくユースエール認定の取得

次世代育成支援対策推進法による認定の取得（くるみんマーク）、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定の取得、又は、よこはまグッドバ
ランス賞の認定の取得（いずれか１つ以上を取得していれば１点）

次世代育成支援対策推進法に定める「一般事業主行動計画」の策定（従業員101人未満の場合のみ加算）

提案内容の
妥当性・実

現性等

(２）レップの運営手法
の妥当性

加算項目

ワーク・ライフ・バランス、障害者
雇用及び健康経営に関する取組
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